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Newsletterのバック

ナンバーはウェブに

てご覧頂けます。 

Loyalty Group Insurance Services, Inc.  (LGIS) 

お問い合わせ先 

アメリカでも昨今自転車ブームで、いろいろな都市でも自転車用道路

の設置や公共自転車の導入が進められ、サイクリストにとっても益々

便利になってきました。逆に自転車に乗る人が増えると気になるの

が、事故の時はどうなるのか？盗まれたら？というリスクの面です。

今回はお客様にもいらっしゃるかもしれないサイクリストの方向けの情報をご紹介いたし

ます。 

Phone: 877-LGISINC / 877-544-7462 
Fax: 859-283-0138 
E-mail: hoken@lgisinc.com 
WWW.LGISINC.COM 

自転車の盗難に対する補償 

お見積もりから保険に関するご質問など 

お気軽にご相談下さい！ 

自転車で歩道を走らない3つの理由 
 

①車との衝突のリスクが高い 
駐車場から車道に出るところなど（Driveway）、車

の運転者は歩道から自転車が出てくることを予期

していません。 

 

②歩行者との事故 
歩道は歩行者がたくさんいる場合もありますし、そ

れだけ歩行者をよけるスペースもありません。 

歩行者がどう動くかを予期することも難しいため、

安全面の理由から歩道を走った方がいいとき以

外は歩道は使わないように。 

 

③交通違反 
ほとんどの州、エリアでは自転車で歩道を走るの

は違法です。自転車も法律上は“Vehicle“として

自動車と同じ扱いになり、同じ交通ルールを守る

必要があります。自転車に乗ることが多い方は、

お住まいのエリアの交通ルールをよく確認するこ

とをお勧めします。 

 

特にアメリカは車も大きいです

し、制限速度も日本より速いた

め、くれぐれも安全に気を付けて

サイクリングをして下さい。 

【参考】bicyclelaw.com “About bicycle theft” 
“Insurance Advice”, biketoworkblog.com “3 rea-
sons to not bicycle on sidewalk”, Travel-
ers.com , “Protecting your bike from theft” 

自転車保険と呼ばれるものも市場にはあるようですが、テナント保険でも自転車を生活

動産の一つとしてPersonal Propertyと呼ばれる補償でカバーすることができます。ただ

し、破損、置き忘れは補償対象外です。特に高額自転車をお持ちの方は補償を厚くでき

る特約をお勧めいたします。ご希望の方は別途弊社までご相談下さい。 
 

■自転車が盗まれたら■ 

①警察で盗難レポートを作成してもらう 

 自転車のシリアルナンバーや、自転車の写真があると追跡調査に役立つそうです。 

②独自でまずは調査 

 CraigslistやeBayなどですでに売りに出されていないかを確認。質屋（Pawn shops）に売

られているケースもあるため、もし質屋で見つかった場合は、持ち主であることを証明す

る書類と警察の盗難レポートを持っていけば、取り戻せるようです。 

③警察のImpound Yardをチェック 

 警察に届け出をしていたら、持ち主に連絡をくれるはずですが、万が一連絡がされて

いない場合に備え、確認するのもいいでしょう。 

④盗難にあった近場のバス停や駅に置きさられていないかをチェック 

⑤弊社あるいは保険会社に報告  ≪テナント保険に加入されている方≫ 

 警察の盗難レポートとあわせてご連絡ください。※免責額適用 

自転車での事故に対する補償 

■過失がある事故■ 

歩行者と接触し怪我をさせてしまった場合や、自動車との事故でも過失があると判断さ

れた場合、テナント保険に含まれるMedical PaymentならびにPersonal Liabilityでご契約

内容に基づき保険金が相手側に支払われます。 

過失のある事故でダメージをうけたご自身の自転車に対する補償はございません。 

なお、ご自身の怪我も補償対象外のため、お持ちの健康保険で受診下さい。 

■過失のない事故■  

対自動車の場合、ご自身には過失がないと判断された場合、過失のある相手の保険会

社で医療費や自転車のダメージを支払ってもらいます。怪我のある場合で相手が無保

険や十分な保険を持っていなければ（当て逃げも含む）、ご自身の自動車保険に含まれ

るUninsured/Underinsured Motoristでご契約内容に基づき保険金が支払われます。 


